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　消防に続き、避難所運営・物資支援・被災建築物の応
急危険度判定・給水支援などに対応するため職員を派遣
しています。引き続き、被災地の皆様のお力になれるよ
う取り組んでまいります。
　また、派遣した職員が現地の支援活動で得た気付きや
経験を組織内はもとより関係団体と共有し、本市での安
全安心なまちづくりに生かしてまいります。

　１月11日(木)、市と市議会が協力し、
南海貝塚駅・二色浜駅、JR東貝塚駅・和
泉橋本駅で街頭募金活動を行いました。
　この募金(166,930円)は、日本赤十字
社を通じて、被災地にお届けします。
　募金にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。

　募金箱は12カ所に設置しています
ので、ご協力をお願します。
設置期間　12月27日(金)まで
※延長になる場合があります。
設置場所　市役所総合案内、福祉総
務課、市民福祉センター事務所、 
各公民館、図書館、市立貝塚病院、
まちの駅かいづか、社会福祉協議
会、障害者基幹相談支援センター、子
育て支援センターひだまり
※各業務時間内。

募金箱を設置

街頭募金活動

募金については
問合せ先　日赤大阪府支部貝塚市地区事務局
(福祉総務課内)☎072－433－7030
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「つげさんポイント」 ３月にスタート！
1,500 円分のポイント入りカードを全市民に配布

ポイントを使える加盟店

対　象

配布ポイント数

配布方法

配布ポイント利用期限

令和６年２月１日時点(基準日)で貝塚市の住民基本台帳に登録のあるかた

1,500ポイント(1,500円相当)入りカード　１人につき１枚

３月中旬以降　特定記録郵便で郵送

令和６年９月30日(月)まで(届いたその日からご利用可)
※カードは、上記期限以降ポイントカードとしてそのまま利用できます

【問合せ先】　貝塚地域ブランド推進協議会つげさんポイント事務局
　　　　　　　（平日午前９時～午後５時）☎050－1809－2357
　　　　　　　  メールtsugesanpoint@futurelink.co.jp
　　　　　　　  担当：政策推進課・産業戦略課

 「つげさんポイント」で地域を盛り上げませ

んか。全市民に配布されるポイントの使い先と

して、販売促進効果が期待できます。

　２月29日(木)までに加盟店登録した事業者

は、制度開始(３月の全市民配布)から利用でき

ます。その後、3月以降に加盟店登録された事

業者は、順次手続きをします。

　詳しくは、お問合せください。

イメージ

お買い物100円につき
１ポイント貯まる

１ポイント＝１円として
お支払いに使える

　市内の加盟店で100円のお支払いにつき１ポイントが貯まり、１ポイント＝１円としてお

買い物に利用できる地域ポイント「つげさんポイント」がスタートします。

　昨今の物価高騰の影響を受ける市内事業者と市民生活を支援するため、３月に全市民へ

「つげさんポイント」1,500ポイント入り(1,500円相当)のカードを郵送します。

募集

　「つげさんポイント」は、経済を市内で循環させる地域ポイント制
度です。ポイントサービスは、配布するカードを持参するか、アプリ
をインストールしたスマホを持参すれば利用できます。
　スタート時には、約100店舗の加盟店で使えるように準備を進めて
います。

※ポイントでのお支払い分には、ポイントは付与されません。


